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国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 公益財団法人宮城県スポーツ協会（以下「本会」という。）は、国民スポーツ大会の趣旨に

則り、郷土の名誉と競技力の向上を目指して参加する宮城県選手を決定するため、各加盟競

技団体（以下「補助事業者」という。）が実施する国民スポーツ大会宮城県予選会に要する経

費について、当補助事業者に対し、予算の範囲内において国民スポーツ大会宮城県予選会開

催費補助金を交付するものとし、その交付手続き等に関する事項は、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助額等は、別表のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第３ 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（様式第 1 号）を公益財団法

人宮城県スポーツ協会理事長（以下「理事長」という。）に対し、その定める期日までに提出

するものとする。 

２ 前項の補助金交付申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。 

 （１）収支予算書（様式第 2号） 

 （２）大会開催要項 

 

（交付の決定） 

第４ 理事長は、補助金の交付申請のあったときには、その内容を審査し、補助金を交付するこ

とが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。 

２ 理事長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必

要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第５ 補助金の交付の申請をした者は、第 4 の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服が

あるときは、当該通知を受けた日から 15 日以内に、申請を取り下げることができる。 

２ 前項による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかった

ものとみなす。 

 

（事業の遂行） 

第６ 補助事業者は、補助金の交付の目的、決定内容又はこれに付された条件に基づき事業を遂

行するとともに、最大の効果を上げるよう経費の効率的な使用に努めなければならない。 

 

（状況報告） 

第７ 理事長は、補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行の状況に関し、報告を求める

ことがある。 

 

（事業内容の変更） 

第８ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、計画

変更承認書（様式第 3 号）に理事長が必要と認める書類を添えて理事長に提出し、事前にそ

の承認を受けなければならない。ただし、交付決定された補助金の額に変更をきたさない変

更については、この限りではない。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第９ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止（廃止）承認書（様

式第 4号）により理事長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。 

２ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において
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は、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。 

 

（実績報告） 

第 10 補助事業者は、事業が完了したとき又は廃止の承認を受けたときは、実績報告書（様式第

5 号）を事業の完了の日から 1 ヶ月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する会計年

度の 3月 31 日までに提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

 （１）事業実施報告書（様式第 6号） 

 （２）収支決算書（様式第 7号） 

 （３）大会開催要項 

 （４）大会プログラム 

 （５）大会記録表 

 （６）領収証の写し（補助対象経費は別表のとおり） 

 

（補助金の額の確定） 

第 11 理事長は第 10 の実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類を審査するとと

もに必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知

するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 12 理事長は、第 11 の補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、理

事長が補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付するものとする。 

２ 前項ただし書きによる概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付決定

通知を受理した日以降に補助金概算払請求書（様式第 8号）を提出しなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第 13 理事長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）補助金を他の用途に使用した場合 

 （２）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

 （３）事業の遂行の状況調査及び関係書類の検査を拒んだ場合 

 （４）その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合 

 ２ 前項は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 14 理事長は、第 13 により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該

を取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命

ずるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 15 補助事業者は、第 14 により補助金の返還を命ぜられたときは、その補助金の受領の日か

ら納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については、すでに納付した額を控除した額）につき 10.95 パーセントの割合で計算し

た加算額を本会に納付しなければならない。 

２ 補助金が 2 回以上に分けて交付されている場合における前項の適用については、返還を命ぜ

られた額に相当する補助金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額が

その日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、

それぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第 1 項の規定により加算金を納付しなければならない場合については、補助事業者の納付し

た金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜら

れた補助金の額に充てられたものとする。 
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４ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95 パーセントの割合で計算

した延滞金を本会に納付しなければならない。 

５ 前項により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納

付額の額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（帳簿及び書類の備え付け等） 

第 16 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完

了又は廃止した年度の翌年度から 5年間保存しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第 17 理事長は、補助金に係る予算の執行の適性を期するため必要があるときは、補助事業者か

ら報告若しくは資料の提出を求め、又は職員としてその事務局等に立ち入らせ帳簿、書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。 

２ 理事長は、前項による検査等により、事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件

に適合していないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべ

きことを指示することができる。 

３ 補助事業者は、前項の指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。 

 

（書類の提出部数） 

第 18 この要綱により理事長に提出する書類の部数は、１部とする。 

 

（実施細目） 

第 19 この要綱に定めるほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

附 則 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別 表 

事業名 補助対象経費 

補助率 

又は 

補助額 

国民スポーツ

大会宮城県予

選会開催事業 

対象団体：当該国民スポーツ大会正式競技 

 

対象経費：国民スポーツ大会宮城県予選会に係る諸謝金、使用料・

賃借料、消耗品費、印刷製本費、食糧費、通信運搬費等事業の実

施に直接要する経費 

10/10 以内 
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国民スポーツ大会宮城県予選会実施要項 
（趣 旨） 

第１ 国民スポーツ大会の趣旨に則り、郷土の名誉と競技力の向上を目指して参加する宮城県選手を決定する予

選会を開催するものである。 

 

（主 催） 

第２ 大会を主催する団体は次のとおりとする。（要項、プログラム等には必ずいれてください。） 

  （１）宮城県 

（２）宮城県教育委員会 

  （３）公益財団法人宮城県スポーツ協会 

  （４）宮城県高等学校体育連盟 

  （５）宮城県中学校体育連盟 

 

（主 管） 

第３ 大会を主管する団体は、公益財団法人宮城県スポーツ協会（以下「本会」という。）に加盟し、国民スポー

ツ大会の競技に係わる競技団体とする。 

 

（期日・会場等） 

第４ 大会を開催する期日、会場は大会を主管する競技団体の定めによるものとする。 

 

（競技方法） 

第５ 国民スポーツ大会実施要項に基づき各競技団体が定める。 

 

（参加資格） 

第６ 国民スポーツ大会実施要項総則及び競技別実施要項に定める参加資格に準拠する。 

 

（参加料） 

第７ 各競技団体は、若干の参加料を徴収することができる。 

 

（表 彰） 

第８ 本会より第１位から第３位までに賞状を授与する。 

 

（開・閉会式） 

第９ 開会式・閉会式は競技団体ごとに行う。 

 

（留意事項） 

第 10 参加者は必ず「スポーツ傷害保険」等に加入すること。 

 

（選手の推薦） 

第 11 本会は、国民スポーツ大会宮城県代表選手選考基準に基づき、国民スポーツ大会東北ブロック大会 

及び国民スポーツ大会参加候補選手を宮城県に推薦する。 
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国民スポーツ大会宮城県予選会 対象経費の基準と支出の証明方法 

科  目 内  容 支出の照明方法 

諸謝金 

対象者 補助対象上限額 

・所定の様式により作成すること（押印必須）。 

・補助員として中学生・高校生が謝礼を受領する場合

は、氏名・住所の自筆署名のみとする。 

 

補助員（中学生・高校生） 1,000 円 

補助員（上記除く） 2,000 円 

競技役員・筆耕員 3,000 円 

救護員 9,000 円 

医師 20,000 円 

・上記対象者以外の謝金は認めない。 

・上記金額は、１日あたりの補助対象の上限額である。 

・所得税の源泉徴収処理を行うこと。 

 ※源泉徴収については、所管税務署の指導に基づき処理すること。（税率=10.21％） 

・交通費、宿泊費、貸切バス、タクシー代等は計上不可とする。 

※大会運営のため、やむをえず役員の宿泊が必要とされる場合は、役員宿泊費を補助対象とする。 

ただし、領収書貼り付け台紙余白部に宿泊した理由と、宿泊者を明記すること。 

使用料 

賃借料 

会場使用料（附帯設備使用料含む） 

レンタル代（レンタカー等） 

艇の燃料代 

・管理者が発行する領収書と使用許可書の写しを添付する

こと。 

・レンタル代については、請負先の発行する品名・個数・単 

価が記載された領収証または納品書の写しを添付すること。 

・個人所有物に関する賃借料は補助対象外とする。 

・協会間関係者に関する領収書等は計上不可とする。 

・会場使用料 100％減免になる際は、決算書備考に「100％減免」と記入すること。 

消耗品費 

競技用消耗品、事務用消耗品、大会に関

わる備品、冬季運営時会場を暖めるため

の灯油代（会場暖房費を徴収される場合

は該当しない）。 

ただし、必要最低限の数量及び当該年度

で消費し備品としないこと）等 

・購入店の発行する品名、個数、単価が記載された納品書、 

領収証（レシート可）の写しを添付すること。 

・明細等が発行できない場合は、領収書の但し書き中に記 

載すること。 

印刷製本費 プログラム、ポスター作成、看板製作 
・請負先の発行する品名、個数、単価が記載された納品書

または領収証の写しを添付すること。 

食糧費 
役員（補助員等含む）弁当・飲料代 ・購入店の発行する品名、個数、単価が記載された納品書、 

領収証（レシート可）の写しを添付すること。 

通信運搬費 

開催通知文等の郵送費 

（郵送料・切手・メール便・物品輸送） 

・購入店の発行する品名、個数、単価が記載された納品書、 

領収証（レシート可）、送付先一覧表の写しを添付すること。 

振込手数料は雑費とする。 

  ※ポイントを使っての支払いは対象経費として認めない。 

  ※補助対象経費については、支払額からポイント付与分を差し引いた金額で計上すること。 
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国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金事務取扱要領 

 

１ 対象について 

  本補助金の対象は、当該大会の正式競技とする。 

 

２ 主催については以下（１）～（５）を実施要項等に明記すること。 

  （１）宮城県 

（２）宮城県教育委員会 

  （３）公益財団法人宮城県スポーツ協会 

（４）宮城県高等学校体育連盟 

（５）宮城県中学校体育連盟 

 

３ 実績報告書の提出及び概算払請求について 

１）実績報告書の提出について 

当該大会終了後１カ月以内に提出すること。 

 

２）概算払請求について（６月以降に事業を実施する競技団体で、希望する場合のみ） 

補助金の概算払を必要とする競技団体は、国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補

助金概算払請求書（様式第８号）に必要事項を記入のうえ、指定期日までに提出する

こと。 

    

 ３）執行の基本は現金払い・振込での支払いとなる。クレジットカード（協会名義のクレ

ジットカード以外）を利用しての支払いを行う場合は、立替払い証明書、クレジット

カードの明細、引き落としが確認できる通帳の写しを提出すること。 

 

４）その他 

・領収書については内訳（個数・単価）が明記されていること。また、領収書等の宛名

は「宮城県○○○協会（連盟）」で受領すること。 

・謝金については、所定の様式でない場合は補助対象外とする。なお、補助員謝礼とし 

て高校生に支給する場合は、氏名・住所の自筆署名とする。 

・当該大会に係る経費のみを計上すること。 
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様式第１号

第 号

令和 年 月 日

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　 　理事長　 　　　　　　　　　　 殿

円

１　事業の目的及び内容

２　補助金額の算出の基礎

　　　（別紙収支予算書のとおり）

（単位：円）

３　添付書類

（１）
（２）

を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金交付申請書

申　請　者 住 所

名 称

代 表 者

予選会開催費補助金交付要綱第３条により、国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金

令和８年度において、国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業を下記により実施したいので、国民スポーツ大会宮城県

記

対象事業 事業経費 対象経費 補助申請額 備考

計

収 支 予 算 書
大会開催要項

国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業

8



様式第１号

第 号

令和 年 月 日

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　 　理事長　 　　　　　　　　　　 殿

予選会開催費補助金交付要綱第３条により、国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金 円

を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

１　事業の目的及び内容

２　補助金額の算出の基礎

　　　（別紙収支予算書のとおり）

（単位：円）

３　添付書類

（１）
（２）大会開催要項

利府町菅谷字舘40-1

宮城県○○協会

会長　○○　○○

計 123,456 456,789 120,000

収 支 予 算 書

対象事業 事業経費 対象経費 補助申請額 備考

国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業 123,456 456,789 120,000

代 表 者

記

第○○回国民スポーツ大会出場者の選定の為

令和８年度において、国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業を下記により実施したいので、国民スポーツ大会宮城県

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金交付申請書

申　請　者 住 所

名 称

申請期限にご注意ください。

競技団体所在地・名称・会長名の

記載をお願いします。
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様式第２号

収　　入 （単価：円）

支　　出 （単価：円）

対象経費

0

　科　　目

　雑費

　諸謝金

競技団体名

担当者

ＴＥＬ／ＦＡＸ

科　　目

　国民スポーツ大会
　宮城県予選会開催費補助金

　競技団体負担金

　参加者負担金

合　　計

備　　考金　　額

　その他

　通信運搬費

0

金　　額 備　　考

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会　収支予算書

合　　計 0

　消耗品費

　印刷製本費

　使用料・賃借料

　食糧費

10



様式第２号

令和 8 年度国民スポーツ大会宮城県予選会　収支予算書

収　　入 （単価：円）

支　　出 （単価：円）

対象経費

　諸謝金 35,000円

50,000円

194,000円

50,000円

50,000円

379,000円

Ｔ Ｅ Ｌ ／ Ｆ Ａ Ｘ

競 技 団 体 名

担 当 者

科　　目 金　　額 備　　考

　国民スポーツ大会
　宮城県予選会開催費補助金 100,000円

　競技団体負担金 80,000円

　参加者負担金 300,000円

　使用料・賃借料 50,000円

合　　計 480,000円

金　　額 備　　考

45,000円

　科　　目

　消耗品費 194,000円

　印刷製本費 50,000円

　食糧費 50,000円

　通信運搬費 30,000円

合　　計 480,000円

　雑費 30,000円

　その他 31,000円

競技役員10名に日当として4,000円支給し、かつ救護
員1名に日当として5,000円支給した場合の対象経
費：

※本協会規定により，競技役員は1日あたり3,000円
を補助対象上限としていることから，3,000円×10名
＝30,000円。救護員については9,000円を補助対象
上限としているが，実支給額の方が低廉であるため，
30,000円＋5,000円＝35,000円となる。

ここの金額が、様式第５

号「対象経費」の金額と

なります。
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様式第３号

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　理事長　遠　藤　信　哉　殿

印

　　　年　月　　日付け公財宮ス協第　　　号で国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金の交付の決定の通

知がありました国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業について，事業の内容（経費の配分）を下記のとおり変

更したいので承認されるよう関係書類を添えて申請します。

１　変更の理由

２　変更の内容

３　添付書類

（１）

（２）

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業計画変更承認申請書

記

住 所申　請　者

名 称

代表者

第　　　　号

令和７年　月　　日
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様式第４号

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　 　理事長　 　　　　　　　　　 殿

印

　令和  　年　 月　 日付け公財宮ス協第　　号で国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金の交付の決定の

通知がありました国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業について、下記のとおり事業を中止(廃止)したいので

承認されるよう関係書類を添えて申請します。

１　中止（廃止）の理由

２　中止（廃止）の期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

３　添付書類

（１）

（２）

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業中止（廃止）承認申請書

代 表 者

住 所申　請　者

名 称

第　　　　号

令和７年　月　　日

記
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様式第５号

第 号

令和 年 月 日

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　 　理事長　 　　　　　　　　　 殿

　　　　年　　月　　日付け公財宮ス協第　　　号で国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金の交付の決定の

大会宮城県予選会開催費補助金交付要綱第１０により、関係書類を添えて報告します。

１　補助事業の目的及び内容

２　補助額の算出の基礎

　　　（別紙収支決算書のとおり）

（単位：円）

３　添付書類

（１） （様式第６号） （５）

（２） （様式第７号） （６）

（３）

（４）大会記録表等

大会開催要項

領収書の写し

収支決算書

事業実施報告書

振込先通帳の写し　※　振込先確認のため必ず添付

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金実績報告書

00

申　請　者

名 称

記

対象事業

国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業

計

事業経費 対象経費

代 表 者

住 所

補助申請額

0

備考

通知がありました国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業について、下記のとおり実施しましたので、国民スポーツ

14



様式第５号

第 号

令和 年 月 日

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　 　理事長　 　　　　　　　　　 殿

　　　　年　　月　　日付け公財宮ス協第　　　号で国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金の交付の決定の

大会宮城県予選会開催費補助金交付要綱第１０により、関係書類を添えて報告します。

１　補助事業の目的及び内容

２　補助額の算出の基礎

　　　（別紙収支決算書のとおり）

（単位：円）

３　添付書類

（１） （様式第６号） （５）

（２） （様式第７号） （６）

（３）

（４）大会記録表等

国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業 356,000 260,000 100,000

事業実施報告書 領収書の写し

収支決算書 振込先通帳の写し　※　振込先確認のため必ず添付

大会開催要項

計 356,000 260,000 100,000

記

対象事業 事業経費 対象経費 補助申請額 備考

名 称 宮城県○○協会

通知がありました国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業について、下記のとおり実施しましたので、国民スポーツ

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金実績報告書

申　請　者 住 所 利府町菅谷字舘40-1

代 表 者 会長　○○　○○

報告期限にご注意ください。

競技団体所在地・名称・会長名の

記載をお願いします。
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様式第６号

１

２

３

４ 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

５ 日

６ 名

（延べ人数） 名

名

名

事業実施報告書

開催地市町村名

大 会 名

会 場

監督 ・ 選手

役 員

大 会 期 間

合 計

日 数

参 加 者 数

補 助 員
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様式第６号

１

２

３

４ 令和 8 年 4 月 13 日 ～ 令和 8 年 4 月 27 日

５ 2 日

６ 名

（延べ人数） 名

名

名

補 助 員 20

合 計 490

宮城野体育館メインアリーナ、宮城県総合運動公園セキスイハイムスーパーアリーナ

役 員 20

日 数

参 加 者 数 監督 ・ 選手 450

会 場

大 会 期 間

事業実施報告書

大 会 名 第80回国民スポーツ大会宮城県予選会　○○競技

開催地市町村名 仙台市、利府町

正式名称で記載してくだ

さい。

宮城県予選会に関わる

人数のみ記載願います。
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様式第７号

収　　入 （単価：円）

支　　出 （単価：円）

対象経費

0

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会　収支決算書

競技団体名

担当者

ＴＥＬ／ＦＡＸ

科　　目 金　　額 備　　考

　国民スポーツ大会
　宮城県予選会開催費補助金

　競技団体負担金

　参加者負担金

　使用料・賃借料

合　　計 0

金　　額 備　　考　科　　目

　諸謝金

　消耗品費

　印刷製本費

　食糧費

　通信運搬費

合　　計 0

　雑費

　その他
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様式第７号

令和 8 年度国民スポーツ大会宮城県予選会　収支決算書

収　　入 （単価：円）

支　　出 （単価：円）

対象経費

　諸謝金 35,000円

50,000円

100,000円

50,000円

20,000円

5,000円

260,000円

Ｔ Ｅ Ｌ ／ Ｆ Ａ Ｘ

競 技 団 体 名

担 当 者

科　　目 金　　額 備　　考

　国民スポーツ大会
　宮城県予選会開催費補助金 100,000円

　競技団体負担金 56,000円

　参加者負担金 200,000円

　使用料・賃借料 50,000円 〇〇〇体育館使用料

合　　計 356,000円

金　　額 備　　考

競技役員：4,000円×10名
救護員：5,000円×1名

45,000円

　科　　目

　消耗品費 100,000円 事務用品・メダル・商品代

　印刷製本費 50,000円 プログラム印刷

合　　計 356,000円

　雑費 49,000円

　その他 37,000円

　食糧費 20,000円 役員昼食費

　通信運搬費 5,000円 郵送代

競技役員10名に日当として4,000円支給し、かつ救護
員1名に日当として5,000円支給した場合の対象経
費：

※本協会規定により，競技役員は1日あたり3,000円
を補助対象上限としていることから，3,000円×10名
＝30,000円。救護員については9,000円を補助対象
上限としているが，実支給額の方が低廉であるため，
30,000円＋5,000円＝35,000円となる。

ここの金額が、様式第５

号「対象経費」の金額と

なります。
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様式第８号

令和８年度国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金概算払請求書

第 号

年 月 日

　公益財団法人宮城県スポーツ協会

　理事長　遠　藤　信　哉　 殿

印

１　請求の理由

２　補助金交付決定額 円

３　今回概算払請求額 円

４　既受領額 円

５　残額 円

６　振込先（銀行・支店名，口座番号，口座名義人）

代 表 者

住 所申　請　者

名 称

銀行 支店

※　振込先の通帳の写しを必ず添付すること

口座名義人氏名
フ リ ガ ナ

口 座 番 号

銀 行 名

　令和８年　月　　日付け公財宮ス協第　　　号で国民スポーツ大会宮城県予選会開催費補助金の交付の決定の

通知がありました国民スポーツ大会宮城県予選会開催事業について、下記のとおり概算払による交付を受けたい

ので、請求します。

記
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宮城県　　　　　　　　　　　　会長殿

　　　年　　月　　日～　　月　　日実施の事業に係る謝金として以下の金額を受領しました。

Ｎo. 所　属 氏　名 住　所 謝金単価 回　数 謝金額 源泉税（10.21%） 受領金額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計 円

講　師　謝　金　受　領　書
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送付先一覧表

Ｎｏ． 団　　体　　名 役　職 氏　　　名 料金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

この頁の計 0

総合計 0
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※対象科目を丸印で囲んでください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目毎、時系列に領収書原本を添付し、余白に適宜説明を付記

して下さい。裏面使用不可･領収書重ね貼り・はみ出し厳禁 

この頁の小計  

総額（同費最終頁のみ記載）  
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　　宮城県○○○○○○○○　会長　殿

　下記のとおり立替払をいたしましたので、請求いたします。

立替払金額 ￥ 円

　　内　訳

支 払 日：

支 払 先： （クレジット会社名）

支払内容： （　事業名　）の（　用途　）に伴う，クレジット決済

の繰り上げ返済。

添付書類： 振込証明書，クレジット利用明細書，購入店舗領収書

宮城県○○○○○○協会

　　　○○担当　　○○　○○　　印

上記のとおり支払ったことを証明する。

令和　年 　月　　日

宮城県○○○○○○協会

　会　長　　○○　○○　印

立替払費用請求書兼支払証明書

令和　年　　月　　日（　）

令和　年　　月　　日（　）

令和　年　　月　　日（　）
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円

上記立替金を領収しました。

令和　　年　　月　　日

宮城県○○○○○○協会

　　　○○担当　　○○　○○　　印

立替金領収書
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